
この広報誌は皆様からご協力頂いた社協会費と共同募金配分金により発行しています。
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▲このマークは社会福祉協議会の「社」を図案化し
「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」
を表現しています

社協とは社会福祉協議会の略称です。

稲敷市障がい者センター　ハートピアいなしき………………………………Ｐ２・３
通所介護事業所（デイサービス） ……………………………………………………Ｐ４
心配ごと相談……………………………………………………………………………Ｐ５
「高齢者はつらつ百人委員会」委員募集
茨城いのちの電話「電話相談員募集」 ………………………………………………Ｐ６
平成２４年度稲敷市社会福祉協議会会費報告………………………………………Ｐ７
ハートピアいなしき保護者会寄付報告………………………………………………Ｐ８

　ハートピアいなしきは稲敷市在住の障がい者の方（１８歳以上で障害福祉サービスの利用
に係る介護給付費等の支給の決定を受けた方）の地域生活を営む上での自立した日常生活や
社会適応能力の維持、向上を目的とし様々な訓練や活動の場になっています。

稲敷市障がい者センター　ハートピアいなしき
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ハートピアいなしきの紹介
　ハートピアいなしきは、生活介護事業、自立訓
練事業、就労継続支援Ｂ型事業の３事業を展開
している複合施設で、現在５７名の方が通所して
います。３事業全体の活動として、太鼓クラブ、
ミュージックケアを行っており、ボウリング大会
やクリスマス会等のイベントも実施しています。
　また毎年１１月にはハートピアまつりを開催し
ています。利用者による太鼓の演奏や自主製作品、
模擬店の販売等を通して地域の方々とふれあい、
親交を深められることに私たちは喜びを感じてい
ます。

【5月　イチゴ狩り】
毎年、南太田営農組合様から招待を受けています。
おいしいイチゴは自然と笑顔になってしまいます。

【7月　ボーリング大会】
㈱ハローズ様のご厚意で毎年開催してお
り、日々の活動の励みになっています。

【11月　ハートピアまつり】
多くの地域の方にご協力いただき、毎年盛大に行われます。次回
は是非、足をお運びください。みんなでハートピアまつりを楽し
みましょう。

職員研修を職員研修を
おこないましたおこないました

・普通救命講習
　（心肺蘇生法及びAED
使用法等）
・介護者、被介護者に負担
の少ない動作介助方法
・発達障害をもつ方の思
春期・青年期
の課題と内容

【12月　クリスマス会】
野原すずらん会の方々による輪投げの模範
演技やコーラスグループ [ブルーエコー ]
さんから歌のプレゼントがありました。
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就労継続支援Ｂ型事業

自立訓練（生活訓練）事業

生活介護事業

　自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、また就労の機会を提供するととも
に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓
練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とし、社会性や作業能力を踏まえた上で、
就労の可能性が高い方、就労希望のある方に対し就労に繋げていくための支援を行います。工
賃は月１回、ボーナスは年２回支払います。
＜内容＞
○請負作業
　・歯ブラシの箱折、箱詰
　・ネスレ製品の袋詰　
○官公庁委託事業
　・公園整備事業
○古紙回収事業

　地域生活を営む上での日常生活能力の向上や、社会適応能力の向上のために必要な訓練を行
うことを目的としています。
＜内容＞
　・自主製作品作り
　・クッキー作り
　・農作業（季節の野菜の育成収穫）
　・金銭管理の訓練・支援
　・調理実習等家事能力向上訓練・支援
　・対人関係能力向上訓練・支援

　障害程度区分3以上で、日常生活上の介護・支援を必要とする方に創作活動・生産活動等の
機会を提供することで、身体能力、日常生活能力の維持向上を図ることを目的としています。
＜内容＞
　・自主製作品作り
　・クッキー作り
　・屋外作業訓練
　　（畑作業、除草作業、洗車）
　・直売所納品・集金
　・社協訪問交流（月１回）

✿

✿

✿
✿

✿
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　要支援 ･要介護認定を受けた方を対象に利用者様宅への送迎により日帰りで入浴、食事介助、
健康状態確認等の日常生活のお世話や機能訓練（希望者）を実施しています。
　季節に合わせたイベントやレクレーションを実施し、みなさんがより楽しく過ごせるよう、
介護スタッフ一同、お手伝いさせていただいております。

　新規の利用者様も募集中です。体験利用も実施しておりますので、
お気軽にお問い合せください。

通所介護事業所（デイサービス）

　８：４５～　　ご自宅までお迎え

　　　　　　　　　↓

　９：４５～　　健康チェック

　　　　　　　　　↓

１０：００～　　入浴・歩行訓練・機能訓練

　　　　　　　　　↓

１２：００～　　昼食・歯磨き・休憩

　　　　　　　　　↓

１３：３０～　　集団リハビリ体操

　　　　　　　　　↓

１４：１５～　　レクリエーション

　　　　　　　　　↓

１４：４５～　　おやつ

　　　　　　　　　↓

１５：３０～　　送迎車出発

【レクリエーションの紹介】
　みなさんが笑顔で楽しいデイサービスになる
ために、一年を通じて季節の行事に合わせたイ
ベント、創作品作り、輪投げ、カラオケ、など
楽しさいっぱいのレクリエーションを実施して
います。
　体を思い切り動かして、歌って、外へ出て、
笑顔満開です！！
【季節のイベント紹介】
春：アルバム作り、お花見　等
夏：スイカ割り（写真参照）
　　うちわ作り、買物　等
秋：外食、マフラー作り　等
冬：初詣、雛祭り見学　等
【利用方法】
　地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）にご相談ください。
【問い合せ】
　稲敷市社会福祉協議会　　電　　話　029-892-5711
　通 所 介 護 事 業 所　　直通電話　029-892-6600

（やっと割れた～！！）

【１日活動スケジュール】
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●心配ごと相談所●
　どこに相談してよいかわからないような悩みや不安など、ひとりで抱えこまないで、どんな
ことでもご相談ください。相談員がお話をお聞きし、必要があれば関係機関やサービスなどの
ご案内を行います。
　秘密を厳守しプライバシーを守りますので、お気軽にご利用ください。
　なお、予約制となりますので、事前にお申し込みください。

【予約窓口】
　社会福祉協議会　☎ 029-892-5711

　Ｈ 24年度心配ごと相談員・人権擁護委員・行政相談員合同研修会を行いました。
　（公）全国消費生活相談員協会より岡田美枝子相談員を招き「消費者問題出前講座」の講話
をしていただきました。下記は消費生活センターの案内です。消費問題をおかかえの際は是非
ご利用ください。

悪徳商法からあなたを守る

10か条10か条
第 1 条　見ず知らずの人には　簡単に　ついて行かない　戸を開けない

第 2 条　うますぎる話には　いつも　落とし穴

第 3 条　無料・特別・君のためは　悪徳業者の言う言葉

第 4 条　電話勧誘　「はぁ、はぁ」と　電話で相づち　思うツボ

第 5 条　契約に「何とかなる」は　ケガのもと

第 6 条　迷ったら　身近な人に　まず相談

第 7 条　「ＮＯ」と言う　勇気があなたを救います

第 8 条　する前に二度・三度　読み返してみよう　契約書

第 9 条　「先払い」「一度払い」は　危険がいっぱい

第10条　頭を冷やして　よく考えて　うまく使おう　クーリング・オフ

万一　被害にあったと感じたら下記に連絡を！！

稲敷市消費生活センター　0299-78-3115
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社会福祉法人 茨城いのちの電話「電話相談員募集」

「高齢者はつらつ百人委員会」委員募集
☆　高齢者自らが地域の高齢者を対象に健康づくり、生きがいづくりに関する事業を、
企画し実施する委員会です。ぜひご応募ください。

☆　応募資格
　県内に住んでいる概ね 60歳以上で、委員会の活動にきちんと出席できる方。
　※委員として 5期 10年務めた方を除く。
　※地方公共団体の長及び議員は除く。
　※報酬・交通費はなし。

☆　任　　期　　平成 25年 4月～平成 27年 3月末日

☆　応募方法
　はがきに住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・電話番号と「応募の動機、活動の抱負、社
会活動歴など」を明記し、3月 8日（金）まで（当日消印有効）に申し込んでください。
　※江戸崎福祉センターに応募用紙があります。

☆　応募・問い合せ
　〒 310-8586　水戸市千波町 1918
　（福）茨城県社会福祉協議会　茨城わくわくセンター
　TEL　029-243-8989　　FAX　029-244-4652

　いのちの電話は、自殺予防を目的とし、さまざまな問題をかかえながら相談する人もいなく、
孤独の中にあって、助け、慰め、励ましを求めている一人ひとりに、良き隣人として、「電話」
という手段で対話することを主な目的とするボランティア活動です。秘密を守り、互いの思想、
信条、宗教を尊重します。
　茨城いのちの電話は、1985 年 6月につくば市で開局 1992 年 4月には水戸分室が開設さ
れました。365日、24時間体制で、１ヶ月に 2000件あまりの相談を受けています。

☆　募集期間　2013年 2月 1日～ 5月 10日
☆　応募資格　①いのちの電話の趣旨に賛同し、活動に積極的に参加してくださる方
　　　　　　　② 23歳から 63歳の方
☆　募集人数　40名程度
☆　研修期間　2013年 6月～ 2015年 3月
☆　研修場所　つくば市周辺
☆　応募・問い合せ先
　　社会福祉法人　茨城いのちの電話　事務局　担当：関口
　　つくば　　TEL　029-852-8505（月～金 9:00 ～ 17:00）
　　　　　　　Fax　029-852-8355
　　水　戸　　TEL･FAX　029-244-4722（月～金 9:00 ～ 17:00）
　　全国いのちの電話HP　http://www.fi nd-j.jp/zenkoku.html
　　茨城いのちの電話HP　http://www.iid.or.jp/
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●平成24年度稲敷市社会福祉協議会会費報告●
　皆様からいただきました社会福祉協議会会費は、市民が安心して生活することがで
きる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉・ボ
ランティア活動の推進など幅広い事業を実施するために活用させていただきます。
　本年度も皆様の福祉事業へのご理解・ご協力及び、行政区長をはじめ役員の方々の
ご支援・ご協力ありがとうございました。

◇出前福祉事業
　（学校へ福祉講座の講師派遣）
　・点字の授業、車いす体験、疑似体験
◇社協だより発行
◇認知症サポーター養成講座
　（認知症を理解するための講座）
◇在宅福祉サービス事業の運営
◇車いす貸し出し事業
◇傾聴ボランティア講座
◇ボランティアサークル活動助成
◇新規ボランティア団体設立助成

◆ご協力ありがとうございました

◆ご協力いただいた会費の使い道

特別会員 有限会社　東関東サービス 10,000 円

一般会員 9,868 世帯 4,932,800 円

一般会員内訳　江戸崎地区

新利根地区

桜川 地 区

東　　地区

1,983,500 円

1,010,500 円

721,000 円

1,217,800 円

会　費　総　額 4,942,800円
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稲敷市社会福祉協議会事業所

〒 300-0504
稲敷市江戸崎甲 1992 江戸崎福祉センター内
℡ 029-892-5711 ㈹  Fax029-892-5922
E-mail soumu@inashiki-shakyo.or.jp

土浦方面土浦方面

江戸崎公民館江戸崎公民館

江戸崎
保健センター
江戸崎

保健センター
稲敷市

社会福祉協議会

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ

マ
ツ
モ
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シ

す
き
家

す
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家

成田方面成田方面

ショッピングセンター
パンプ

ショッピングセンター
パンプ

稲敷市社会福祉協議会
〒 300-0749
稲敷市佐原組新田 1540-1
℡ 0299-79-3737　 Fax0299-79-3738
E-mail　heart-peer@inashiki-shakyo.or.jp

竜ヶ崎方面

新利根川新利根川

伊佐部橋

潮来方面コンビニ

あずま
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東保健
センター

白鷺球場

障がい者センター
ハートピアいなしき
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な
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の
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ハートピアいなしき

敬称略・順不同　平成24年4月1日から平成25年1月31日

ハートピアいなしき保護者会への寄付

・匿名（13名） 130,000円
・江戸崎甲　桑島　好 30,000円
・江戸崎甲　塚本勝夫
 （うるち米60㎏・もち米30㎏）
・陶ゆう会・陶愛会 19,900円
・神宮寺　つくし会 3,000円

・城山サロン 10,000円
・東区更生保護女性の会 5,000円
・ハートピアまつり模擬店参加ボランティア及び
　ハートピアまつり応援団作品売上金
 44,774円

　上記のご寄付は、ハートピアいなしき利用者のおたのしみ会、毎月の誕生会、クリスマス会
などのイベント時に使わせていただきました。ハートピアでの活動の幅が広がり多くの笑顔が
生まれました。温かいご支援ありがとうございました。

　社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進する
ことを目的とした営利を目的としない民間組織です。
昭和 26年（1951年）に制定された社会福祉事業法（現

在の「社会福祉法」）に基づき、設置されています。
　社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民
生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教
育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活す
ることのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなってい
ます。
　たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募
金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな
場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。

社会福祉協議会の
あらまし


